
　《　　《　　《　　《　埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財のののの取扱取扱取扱取扱いいいい手続手続手続手続きのきのきのきの手順手順手順手順　》　》　》　》

（工事計画が未定の場合でもご相談ください）

（（（（１１１１）））） （計画予定地に埋蔵文化財が存在するかどうかの確認）

　　　　　　　　※※※※　　　　電話電話電話電話・・・・FAXFAXFAXFAXでのでのでのでの問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは、、、、正式正式正式正式なななな対応対応対応対応とななりませんとななりませんとななりませんとななりません
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（（（（5555）））） （（（（2222））））

（（（（2222））））‐‐‐‐➂➂➂➂

（（（（2222））））‐‐‐‐⑤⑤⑤⑤

（（（（2222））））‐‐‐‐➀➀➀➀

（（（（4444））））‐‐‐‐➁➁➁➁

地図に記載されされていないが埋
蔵文化財包蔵地が存在する可能
性が疑われる場合

教育委員会による試掘調査等

存在存在存在存在したしたしたした場合場合場合場合

「「「「埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財のののの所在所在所在所在のののの有無及有無及有無及有無及びそびそびそびそ
のののの取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて（（（（回答回答回答回答）」）」）」）」文書文書文書文書
提出提出提出提出

現状保存に関する『誓約書誓約書誓約書誓約書』の提出
　埋蔵文化財に関しては当該工事
の着手に支障はありません（「慎重慎重慎重慎重
工事工事工事工事」という言葉で回答いたします）

開発（住宅建設等）工事計画

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会へへへへ照会照会照会照会（（（（文書文書文書文書のののの提出提出提出提出、、、、若若若若
しくはしくはしくはしくは窓口窓口窓口窓口・・・・電話電話電話電話でのでのでのでの問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ））））

地図に記載された周知の埋蔵文
化財包蔵地であった場合

文化財保護法第文化財保護法第文化財保護法第文化財保護法第93939393条条条条又は94条にににに
基基基基づくづくづくづく書類書類書類書類（「（「（「（「埋蔵文化財発掘埋蔵文化財発掘埋蔵文化財発掘埋蔵文化財発掘のののの
届出届出届出届出についてについてについてについて」）」）」）」）のののの提出提出提出提出（注：93条は
工事主体者が民間の場合で、工事着手の60
日前までに書類の提出。94条による提出は公
共事業の場合。）

『『『『埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財のののの所在所在所在所在のののの有無及有無及有無及有無及びそのびそのびそのびその取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて（（（（照会照会照会照会）』）』）』）』文書提出文書提出文書提出文書提出

「「「「埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財のののの所在所在所在所在のののの有無及有無及有無及有無及びそのびそのびそのびその取取取取
扱扱扱扱いについていについていについていについて（（（（回答回答回答回答）」）」）」）」文書提出文書提出文書提出文書提出

工事中に埋蔵文化財
を不時発見不時発見不時発見不時発見した場合

工事着手工事着手工事着手工事着手にににに支障支障支障支障なしなしなしなし

※※※※試掘調査試掘調査試掘調査試掘調査のののの費用費用費用費用についてはについてはについてはについては、、、、（（（（緊緊緊緊
急急急急のののの場合場合場合場合をををを除除除除きききき））））全全全全てのてのてのての開発開発開発開発にににに当当当当たたたた
りりりり公費公費公費公費でででで対応対応対応対応いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

　　　　営利営利営利営利をををを目的目的目的目的としないとしないとしないとしない個人住宅個人住宅個人住宅個人住宅のののの建設建設建設建設やややや農地農地農地農地のののの天地返天地返天地返天地返しししし等等等等のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、国国国国・・・・県県県県・・・・市市市市のののの補助金補助金補助金補助金によりによりによりにより調査調査調査調査
はははは対応対応対応対応しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、店舗併用店舗併用店舗併用店舗併用のののの個人住宅個人住宅個人住宅個人住宅についてについてについてについてはははは、、、、一部補助金対応一部補助金対応一部補助金対応一部補助金対応がががが可能可能可能可能となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、ごごごご相談相談相談相談くくくく
ださいださいださいださい。。。。

工事着手工事着手工事着手工事着手にににに支障支障支障支障なしなしなしなし

基礎工事立会基礎工事立会基礎工事立会基礎工事立会いいいい（（（（最終確認最終確認最終確認最終確認））））

文化財保護法第95条又
は96条に基づく遺跡の
発見届

本発掘調査本発掘調査本発掘調査本発掘調査

工法変更等が不可能で、埋蔵
文化財に影響が及ぶ場合

　（調査費用や期間については『埼玉県埋蔵文化財発掘調査等取扱い基
準』に基づき、『埼玉県発掘調査積算シュミレーション』により作成・協議）

存在存在存在存在しないしないしないしない場合場合場合場合

（（（（2222））））‐‐‐‐
➁➁➁➁・・・・➃➃➃➃

　存在した場合
には、この時点
で協議を行い、
届出の提出をお
願いいたします。

　　　　※※※※『『『『発掘同意書発掘同意書発掘同意書発掘同意書・・・・権利権利権利権利　　　　放棄書放棄書放棄書放棄書』』』』のののの提出提出提出提出
　　　　もももも願願願願いますいますいますいます

工事着手工事着手工事着手工事着手にににに支障支障支障支障なしなしなしなし

発掘調査終了発掘調査終了発掘調査終了発掘調査終了

教育委員会による試掘調査等

遺構遺構遺構遺構のののの深度深度深度深度やややや工法変更等工法変更等工法変更等工法変更等によりによりによりにより埋埋埋埋
蔵文化財蔵文化財蔵文化財蔵文化財にににに影響影響影響影響がががが及及及及ばないばないばないばない場合場合場合場合


